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ははじじめめにに 

東京電力福島第一原子力発電所事故から１５年余りが経過したが、今なお多くの

住民が避難を続けており、事態の早期収束に向けた取組が強く求められている。こ

うした中で、福島第一原子力発電所の廃止措置については、国が前面に立ち、より

一層安全確保に係る体制を強化し、着実に進めることが必要である。 

また、令和６年能登半島地震を受けて、原子力発電所の安全性や避難計画の実効

性を懸念する声が多く上げられている。 

現に原子力施設が立地している道県においては、地域住民の安全の確保が何より

も重要な課題となっている。原子力規制委員会においては、常に最新の知見を踏ま

え、新規制基準の見直しを行うとともに、厳正かつ迅速に適合性審査を行い、その

結果について、責任を持って国民及び関係自治体に明確に説明することが求められ

ている。 

併せて、原子力防災対策については、原子力災害対策指針で連携が必要とされて

いる一般的な災害対策も含め、平成２８年３月の原子力関係閣僚会議において決定

された「原子力災害対策充実に向けた考え方」の対応方針に沿って、国が前面に立

って継続的に充実強化を図るとともに、関係自治体が講ずることとされる対策につ

いては、必要な予算を確保し、早急に支援体制の整備を図ることが必要である。特

に、令和６年９月の原子力関係閣僚会議において確認された「避難対策を中心とす

る具体的対応の方針」については、多くが原子力施設立地地域に共通するものであ

ることから、関係自治体の意見を十分に反映し、政府一丸となって対応する必要が

ある。 

一方、昨年２月に閣議決定された「第７次エネルギー基本計画」については、

「２０４０年度におけるエネルギー需給の見通し」に示された原子力発電比率の考

え方も含め、国民の十分な理解を得ていくことが極めて重要である。 

また、改正された原子力基本法には、新たに国の責務として、「地域振興その他

の原子力施設が立地する地域の課題の解決に向けた取組を推進する」と規定されて

いることから、関係自治体が自立的・持続的に発展していけるよう、昨年２月に策

定された「ＧＸ２０４０ビジョン」も念頭に、国の更なる支援策が必要である。 

 当協議会は、原子力施設立地道県という立場から、現時点において国が責任を持

って早急に取り組むべき事項について、次のとおり要請する。 
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Ⅰ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る対策について 

 

福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた取組が安全かつ着実に進められることが被災

地の復興の大前提である。令和５年１０月以降、作業員の身体汚染を始めトラブルが相次

ぐ中、２号機における燃料デブリの試験的取出しにおいても、２度にわたり作業中断が発

生したほか、３号機における燃料デブリの本格的な取出しが２０３０年代初頭から 

２０３７年度以降に延期されるなど、廃炉の行く末に不安を持たざるを得ない状況となっ

ている。また、今なお、避難を続けている国民が多数いることも重く受け止め、事態の早

期収束・廃止措置の早期完了に向け、国内外の英知を結集し、国が前面に立ち、責任を持

って取り組むとともに、これら避難を続けている人々に対する適切な支援や除染等の着実

な実施、各産業分野における風評の払拭、原子力災害の風化防止対策など、政府一丸とな

って取り組むこと。 

 

１１  廃廃止止措措置置ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪厚生労働省≫ ≪農林水産省≫ ≪経済産業省≫ 

 ≪環境省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

廃止措置を進めるに当たっては、廃炉作業の安全が確保されるよう東京電力ホールデ

ィングス株式会社（以下、「東京電力」という。）に強く求めるとともに、国としても、

指導・監督を徹底し主体的に取り組むこと。 

  ① 地震・津波対策を含めた設備の信頼性向上、現場におけるリスク管理の徹底と各

対策の重層化に取り組み、より一層の安全確保に努めること。 

② 使用済燃料の取出しに向けた原子炉建屋の解体、がれき撤去などの放射性物質が

飛散する可能性がある作業や廃棄物処理設備の運用等においては、飛散防止対策と

放射線モニタリングを徹底して行うこと。 

③ 今後も被ばくリスクの高い作業が行われる予定であるため、廃炉作業を担う作業

員の被ばくについて、一層の管理や低減対策を徹底すること。 

④ 作業員が安定・安心して働くことができるよう、作業員や現場を管理する人材の

計画的な育成・確保、雇用の適正化、作業環境の改善、労働災害の防止対策等、労

働環境を整備すること。 

⑤ 廃止措置に向けて高度な技術が必要となることから、能力・資質に富む研究者や

技術者の計画的な確保・育成に取り組むこと。 

⑥ 迅速かつ正確な通報・連絡、情報公開の徹底はもとより、廃止措置に向けた取組

状況等について、国民に分かりやすく丁寧な説明を行うこと。 
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⑦ 新たな風評を発生させないという強い決意のもと、万全な風評対策を講じること。

また、そうした対策を講じても風評被害が発生する場合には、東京電力に対して一

律に賠償期間や地域、業種などを限定することなく迅速かつ確実な賠償を行うよう

指導するとともに、国が最後まで責任を持って対応すること。  

 

２２  ＡＡＬＬＰＰＳＳ処処理理水水ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪外務省≫ ≪農林水産省≫ ≪経済産業省≫ 

≪環境省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

  令和５年８月からは、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出が開始されたが、長期間にわたる取

組が必要であることから、国は、処理水の問題は福島県だけでなく、日本全体の問題で

あるとの認識のもと、「ＡＬＰＳ処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた

行動計画」に基づき、最後まで全責任を全うすること。 

 また、処理水放出に伴う中国政府等による日本産水産物の輸入停止措置は、中国政府

における水産物輸入停止措置が令和７年６月に条件付きで一部解除されたものの、一部

の国、地域では未だに輸入停止措置が継続しており、漁業をはじめ関連産業に大きな影

響を及ぼしていることから、国は、引き続き中国政府等との外交上の対応による輸入停

止措置の即時撤廃や輸出に係る条件の撤廃、関係者が被る全損失への責任を持った対応

などの万全な対策を講じること。 

① タンクに保管されている水の浄化処理を確実に実施するとともに、処理過程にお

ける透明性の確保や、地元関係者等の立会いによる環境モニタリングの実施など、

客観性、透明性及び信頼性の高い安全対策を講じること。また、海洋放出により空

になったタンクの中長期的な解体計画と敷地利用計画を明らかにし、その進捗等に

ついて分かりやすい情報発信を行うよう東京電力を指導すること。  

② 希釈放出設備の安全性の向上やトラブルの未然防止に努めることに加え、設備や

環境モニタリングの値などに異常が確認された場合には、迅速かつ確実に放出を停

止するとともに、正確で分かりやすい情報発信を行うこと。 

③ 処理水の元となる汚染水発生量の低減が重要であることから、中長期ロードマッ

プに基づく目標達成はもとより、更なる低減に向けて、様々な知見や手法を活用し、

原子炉建屋等への地下水や雨水等の抜本的な流入抑制対策に取り組むこと。 

④ トリチウムに関する科学的な性質や、国内外におけるトリチウムの処分状況、環

境モニタリングの結果、希釈放出設備の運転状況など、正確で分かりやすい情報発

信を継続的に行うとともに、ＩＡＥＡ等の国際機関と連携し、第三者による監視と

透明性の確保に努め、科学的な事実に基づく情報を積極的に発信するなど、国内外

の理解醸成に向け、不断の取組を行うこと。  

⑤ トリチウムの分離技術を研究開発する機関を明確に位置付け、引き続き、新たな

技術動向の調査や研究開発を推進し、実用化できる処理技術が確認された場合には、

柔軟に対応すること。 
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Ⅱ 原子力施設の安全対策について 

 

１１  実実効効性性ああるる原原子子力力規規制制のの実実施施とと国国のの説説明明責責任任ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

(１)新規制基準等に関する事項 

新規制基準等については、より一層の安全性向上のため不断に見直すとともに、その

内容を国民及び関係自治体に分かりやすく説明すること。 

① 福島第一原子力発電所の事故の原因や対応を徹底的に究明し、そこから得られた

教訓や新たな知見等を総括するとともに、必要な知見を原子力規制に取り入れるこ

と。 

② 原子力施設の安全性向上のため、令和６年能登半島地震で得られる新たな知見な

ど、国内外における最新の知見を収集するとともに、安全研究に取り組み、関係機

関や学会、専門家等の意見を聴きながら幅広い議論を行い、手続きを明確にした上

で、新規制基準や法制度を絶えず見直していくなど、原子力規制のより一層の充

実・強化に不断に取り組むこと。 

③ 原子力規制上の安全目標については、設定の考え方や意義、新規制基準との関係

などを明らかにして公表するとともに、継続的に検討を行うこと。 

 

(２)安全規制の実施に関する事項 

科学的・技術的根拠に基づいた厳格な安全規制に取り組むとともに、評価・審査の結

果について国民及び関係自治体に分かりやすく説明し、安全対策等の実施主体である事

業者に対し厳正な指導・監督を行うこと。 

① 事故は起こり得るものとの前提に立ち、たとえ重大事故が発生したとしても放射

性物質の大量放出を伴う事態を生じさせないよう、深層防護、多重防護を徹底し、

科学的・技術的根拠に基づいた厳格な安全規制を行うこと。 

② 原子力規制委員会における評価・審査に当たっては、審査方法を明確にした上で

幅広い分野の専門家の意見を聴くとともに、国及び事業者の調査結果や蓄積された

データを踏まえ、科学的・技術的根拠に基づき判断すること。また、東日本大震災

等の巨大地震や大津波により大きな影響を受けた原子力発電所については、施設の

健全性を考慮した審査を行うこと。 

③ 事業者による核物質防護に関する取組について、より厳格に日常検査を実施する

こと。また、核物質防護上の問題が発生した場合、当該事業者の管理能力を評価し、

結果を公表すること。さらに、国や事業者による情報公開の在り方を検討すること。 

 



 

- 4 - 
 

④ 事業者に対し、最低限の規制要求事項を満たすだけでなく、安全性向上の評価を

含め、更なる安全性の向上と安全文化の醸成に向けた自主的かつ継続的な取組を行

うよう促すこと。 

 また、研究開発施設等においても、放射性物質の管理や取扱いなどに係る安全管

理体制の厳格化を促すこと。 

  ⑤ 国の「今後の原子力政策の方向性と行動指針」で示されている運転サイクルの長

期化や定期検査の効率的実施等については、科学的・技術的根拠に基づいた厳格な

安全規制を行うこと。 

⑥ 運転開始後３０年を超えて運転する発電用原子炉に係る施設の劣化を管理するた

めの長期施設管理計画の認可制度について、科学的・技術的根拠を明確に示すとと

もに、審査結果については、国民に不安を与えることのないよう、運転延長の間の

安全性について、規制制度の全体像と併せて分かりやすく丁寧に説明すること。 

⑦ 原子炉圧力容器の照射脆化の研究を始めとした高経年化対策に関する技術情報基

盤の整備や安全研究の一層の推進を図り、最新の知見に基づく不断の検討を重ね、

高経年化原子炉の安全確保に万全を期すこと。  

⑧ 原子炉の廃止措置が安全かつ着実に進められるよう、原子炉本体の解体技術など

の高度化に努めるとともに、廃止措置計画を厳正に審査し、廃止措置の工程や周辺

環境への影響等の審査結果について、住民及び関係自治体に丁寧な説明を行うこと。 

⑨ 廃止措置の実施に当たっては、高速炉も含め安全確保に万全を期すとともに、検

査等の結果について住民及び関係自治体に丁寧な説明を行うこと。 

 

(３)原子力規制委員会に関する事項 

 原子力規制委員会については、様々な指摘や提言を踏まえ、引き続き高い独立性や専

門性、徹底した情報公開による透明性などの確保に努めるとともに、関係自治体等の幅

広い意見に真摯に耳を傾け、真に国民の理解と信頼が得られる組織とすること。 

① 「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める」という委員会の組織理

念を達成するため、関係省庁、関係自治体、関係団体等との意思疎通を図るととも

に、外部評価機関の新設など、組織の健全性や信頼性を評価、改善できる仕組みを

構築すること。 

② 原子力施設に係る新規制基準への適合性審査については、設備運用に係るソフト

面の規制を含め厳正かつ迅速に行えるよう審査体制の拡充・強化を図ること。 

③ 既に適合性審査に係る申請がなされている原子力施設について、審査の長期化は

住民の不安につながることから、審査手順の改善等を図るとともに、安全性の確保

のため施設と地震・津波に関する審査を遅滞なく着実に実施すること。 

④ 原子力規制検査制度については、セーフティ側だけでなくセキュリティ側につい

ても現場を重視した実効性ある安全規制を進めるとともに、検査官の検査技術の維

持・向上及び厳正かつ厳格な検査の実施に努めること。併せて、関係自治体の意見

も踏まえ、継続的な改善に努めること。 
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⑤ 原子力規制検査の制度や検査結果も含め、責任を持って国民及び関係自治体に分

かりやすく、かつ丁寧に説明すること。 

⑥ 現地の規制事務所の人員体制については、事故制圧・防災体制を一層強化するた

め、抜本的に充実強化すること。 

 

(４) 原子力発電所で発生した不正行為に関する事項 

 令和８年１月５日に中部電力株式会社（以下、「中部電力」という。）が発表し、１

月１４日に原子力規制委員会が報告徴収命令の決定等を行った「浜岡原子力発電所の新

規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不正行為」については、中部電力及

び原子力発電事業に対する国民の信頼を損なう重大な事案であることから、国は、徹底

した原因究明と再発防止を進め、原子力施設の安全性や信頼性の確保に最大限取り組む

こと。 

① 本事案に関し、令和８年３月３１日に中部電力から提出された電気事業法第 

１０６条第３項の規定に基づく報告及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律第６７条第１項の規定に基づく報告を厳密に検証し、然るべき指導・

監督及び監視を事業者に対して行うこと。 

② 国民の安全を最優先に、本事案に対する原因究明の結果と、地域の安全性にどの

ような影響があったのかを分かりやすくかつ丁寧に公表すること。 

③ 本件のような事案を二度と起こさせないよう、審査体制及び方法の見直しや、不

正を行った事業者への厳しい処分を制度化するなどの再発防止を徹底すること。 

 

２２  原原子子力力施施設設のの安安全全性性及及びび再再稼稼働働等等のの判判断断にに係係るる国国のの責責任任ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

  原子力施設の安全性の確保と利用については、国が責任を持って取り組むこと。 

① 原子力施設に係る新規制基準や適合性審査の状況・結果等については、関係自治

体の要望を踏まえ、原子力規制委員会の責任において、国民及び自治体に十分に説

明し、理解を得るよう、主体的に取り組むとともに、その内容について分かりやす

く公表し、問合せ窓口を設置することなどにより、理解促進に努めること。 

② 現在検討が行われている特定重大事故等対処施設の設置に係る経過措置の起算点

の改正については、安全側への改正ではないことから、理由を明確にするとともに、

国民の理解と納得が得られるよう、説明責任を十分に果たすこと。 

③ 原子力施設の安全性については、新規制基準への適合性審査の結果だけでなく、

万一の事故や原子力災害に係る国の対策の状況、事業者の運営能力など総合的な観

点から判断するとともに、その理由を国民及び関係自治体に十分に説明すること。 
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④ 原子力発電所の再稼働及び高経年化原子炉の運転延長については、エネルギー政

策上の重要性や必要性等も十分に考慮し、国が一体となって責任を持った判断をす

るとともに、その経緯や結果について、国政を預かる立場の者が国民及び関係自治

体に十分に説明し、理解を得るよう、国として主体的に取り組むこと。 

⑤ 万が一事故が起きた場合には、被災者への賠償を含め、国が責任を持って対処す

ること。 

⑥ 原子力施設における事故やトラブルの情報については、国民及び関係自治体に対

する説明責任を十分に果たすこと。 
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Ⅲ 原子力防災対策について 

 

１１  原原子子力力防防災災体体制制のの強強化化ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪警察庁≫ ≪総務省≫ ≪消防庁≫ ≪外務省≫ 

≪厚生労働省≫ ≪国土交通省≫ ≪海上保安庁≫ ≪環境省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

≪防衛省≫ 

 

(１)原子力災害対策指針に関する事項 

原子力災害対策指針については、これまでの自然災害の経験、最新の知見や国内外の

状況を踏まえ、今後も継続的に改定していくこと。また、改定の際には事前に関係自治

体等に説明し、聴取した意見を適切に反映していくこと。 

① 原子力災害対策指針の防護措置について、段階的な避難や屋内退避の有効性など

の考え方を、放射線による被ばくの影響を含め、科学的・技術的根拠に基づき、国

民に対して丁寧に分かりやすく説明すること。 

② 令和６年能登半島地震を踏まえ、自然災害により、建物や道路が損壊した状況下

での避難や屋内退避に係る運用について訓練の検証結果や関係自治体の意見を踏ま

えて継続的に検討するとともに、速やかに示すこと。 

③ 屋内退避について、鉄筋コンクリート構造で陽圧化した放射線防護対策施設だけ

でなく、木造住宅を含む一般住宅においても、住民が安心して屋内退避できるよう、

屋内退避の重要性や効果に関するデータを具体的に示した上で、国民に対して丁寧

に分かりやすく説明すること。 

④ 屋内退避中における一時的な外出に係る具体的な範囲や留意点など、運用手順を

より明確化するなど、引き続き、実効性の向上に取り組むこと。また、国民や関係

自治体に対して丁寧に分かりやすく説明すること。 

⑤ 屋内退避中の住民生活維持のために必要な民間事業者等の活動について、関係省

庁から関係団体等に対して具体的な運用も含めた協力依頼を行うなど、関係自治体

の体制整備・運用の支援に省庁横断的に取り組むこと。 

⑥ 安定ヨウ素剤の配布や服用に係る判断根拠を速やかに示すこと。 

⑦ 原子力施設の事故に伴う放射線の被ばくによる健康影響を適切に把握するため、

住民等の被ばく線量の評価方法を速やかに示すこと。 

⑧ ＯＩＬの初期設定値の変更、中期モニタリングや住民との情報共有の在り方など、

今後、検討が必要とされる事項についても速やかに検討を行い、原子力災害対策指

針に反映すること。 
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(２)原子力防災体制の確立に関する事項 

関係自治体の意見を踏まえ、令和６年能登半島地震も念頭に、複合災害や重大事故を

想定し、原子力防災対策を充実させること。 

① 災害対策における地方自治体の役割の重要性を踏まえ、関係自治体と国、事業者

との緊密な連携協力体制の整備に向け、法整備も含めて国が主体的かつ速やかに対

応すること。 

② 防災業務関係者の安全確保のため、現在、放射線防護に係る基準が法令で定めら

れていない緊急時の防災業務関係者について、適用すべき基準を速やかに法令で定

めること。 

③ 複合災害時には、自然災害と原子力災害の対応を連携・調整し、一元的に進める

ことになるため、初動段階からの国による支援が迅速かつ的確に行われるよう体制

を整備すること。 

④ 複合災害や重大事故に備え、警察、消防、海上保安庁、自衛隊の実動組織の支援

内容、現地における指揮命令系統や必要な資機材の整備等について、「実動組織の

協力」を検討する国の分科会の報告等を踏まえ、引き続きオンサイト対策も含め、

必要な資機材の確保など具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

⑤ 実動組織による迅速な対応が図られるよう、原子力施設外においても被ばくに関

する規制を設けるなどの法制度の見直しや、オンサイト対策及びオフサイト対策に

必要な特殊部隊の創設などを検討すること。 

⑥ 事故発生時における原子力施設の安全確保のため、意思決定や指揮命令系統など

に関する法整備など、国の体制整備に取り組むこと。 

⑦ 原子力緊急事態支援組織に対して、全国の発電所において実践的訓練を実施させ

るなど、国が継続的な検証を指導するとともに、原子力災害対応資機材の技術開発

を支援すること。 

⑧ オフサイトセンターについて、法令又はガイドラインに国が設置や運営の主体で

あることを明記するとともに、機能班に配属される各職員の役割を明確にすること。 

⑨ 関係自治体職員やバス事業者等民間事業者への原子力防災研修について、国の責

任において実施するとともにその内容を充実すること。 

⑩ 緊急時の対応について、住民が円滑・確実に避難できるよう、民間事業者と実動

組織との連携を通常時から図ること。 

⑪ 国は、関係自治体が実施する原子力防災訓練をより実効性のあるものとするため、

オフサイトセンターへの関係要員の派遣など、地域からの支援要請に積極的に対応

すること。また、事故の際に円滑に対応できるよう、原子力災害現地対策本部長を

含め関係要員は、平時から現地の状況確認に努めること。 

⑫ 原子力防災体制の確立に当たり省庁横断的に進める必要がある対策について、国

は地域原子力防災協議会において、各地域の取組状況を把握し、具体的な対策を提

示するなど、地域の実情に応じた適切な防災体制の確立を支援すること。 
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⑬ 原子力施設の所在地域及びその周辺において情報収集事態や警戒事態に相当する

地震や津波等の自然災害が発生した際、ＥＡＬに至らない原子力施設の故障等の事

象であっても、住民の不安をあおるような偽情報や誤情報が多くインターネット上

に拡散されていることから、国は責任を持って施設の状況や事象進展の見込みなど

正確な情報を関係自治体や報道機関に提供するとともに、国民に丁寧な説明を行う

こと。また、報道機関に対し、事実に基づいた正確な報道を求めること。 

 

(３)原子力施設に対する武力攻撃事態等への対処に関する事項 

令和４年３月からのウクライナのザポリージャ原子力発電所への武力攻撃をはじめ、

昨今の国際情勢の悪化に伴い、原子力施設が武力攻撃の標的となる事例が相次いでいる

ことは、原子力施設の安全と核セキュリティを脅かし、我が国の原子力施設の立地地域

においても大きな不安を与えるものである。早急に原子力施設の警備体制の充実・強化

を図るとともに、我が国に対して武力攻撃事態等の脅威が直接及ぶことのないよう、あ

らゆる外交努力を尽くすこと。 

① 原子力施設への武力攻撃などが懸念されるような事態となった場合には、国は、

国民保護法に基づき、原子力事業者に対し運転停止を命ずるなど、迅速に対応する

こと。 

② 突発的な武力攻撃の発生に備え、原子力事業者が、特に緊急を要する場合には国

からの命令を待たず直ちに運転を停止できるよう、国は、平時から事業者の体制の

確認・徹底を指導すること。 

③ 原子力施設に対するミサイル攻撃が行われるような事態になった場合に、迅速に

対応できるよう、自衛隊による迎撃態勢及び部隊の配備に努めること。 

④ 万一の武力攻撃事態等への対処処置について、原子力施設の防御、安全対策及び

防災対策に係る関係法令等の内容の検証を行い、その結果及び対応方針を国民に明

らかにすること。 

⑤ 警察、消防、海上保安庁、自衛隊、関係自治体、事業者等の関係機関が連携し、

事態の進展に応じた住民避難の手段の確保など、実効性のある対策が迅速に講じら

れるよう、平時から緊急時に備えた体制の構築に万全を期すこと。 

⑥ 原子力事業者が、原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある核物質防護事案

又は同事案と疑われる事象を覚知した際は、不確かな情報を含んでいたとしても躊

躇することなく直ちに通報連絡を行い、各関係機関が速やかに必要な防災体制に移

行できるよう、国は、通報連絡の判断基準及びその連絡票の様式を改善し、通報の

即時性及び情報の正確性の両立に取り組むこと。また、核物質防護事案の公表の在

り方についてマニュアル等を整備し、事案が発生した場合には速やかに公表するこ

と。 
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(４)原子力施設周辺上空の飛行規制及びテロの未然防止に関する事項 

  原子力施設周辺上空の飛行規制及びテロの未然防止については、国が責任を持って取

り組むこと。 

①  原子力施設への航空機落下のリスク低減のため、原子力施設周辺上空の適切な飛 

行禁止区域等の設定（飛行禁止又は航空機の飛行に係る最低安全高度の設定等）に

ついて、関係省庁間で連携し、早急に法令改正等を行うこと。 

② 原子力施設周辺上空から小型無人機等の侵入を許すことがないよう、警察及び海

上保安庁は小型無人機等飛行禁止法を厳格に運用すること。また、事業者及び原子

力規制庁、警察、海上保安庁、自衛隊が連携し、あらゆる可能性を排除することな

く、早期の検知や、万一の侵入に備えた飛行妨害、無力化などの具体的な対策強化

に取り組むこと。 

③ 「違法なドローン飛行対策に関する検討会」の報告書において示された方向性を

踏まえ、小型無人機等の飛行が禁止されている対象施設周辺地域の範囲拡大等につ

いて、小型無人機等飛行禁止法の改正に向けて速やかに検討を行うこと。 

④ 原子力施設に対するテロの未然防止のため、国内のみならず国際的な連携も強化

し、情報収集や国際協力に努めること。 

  

２２  具具体体的的なな原原子子力力防防災災対対策策ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪警察庁≫ ≪総務省≫ ≪消防庁≫ ≪文部科学省≫ 

≪厚生労働省≫ ≪経済産業省≫ ≪国土交通省≫ ≪海上保安庁≫ ≪環境省≫  

≪原子力規制委員会≫ ≪防衛省≫ 

 

(１)避難対策に関する事項 

複合災害発生時においても、住民避難等の防護措置を迅速かつ円滑に実施するため、

国が責任を持って取り組むこと。特に令和６年能登半島地震の状況を念頭に、地震との

複合災害時の住民避難等の取組について、国において早急に検討を行うとともに、複合

災害時の避難行動について、国民に対して分かりやすく説明すること。 

① 耐震性を備えた屋内退避施設の整備、家屋の耐震化や倒壊した場合の対応、ライ

フラインの確保など、屋内退避が継続できる環境整備について、関係自治体の意見

を十分に聴いた上で、支援を強化すること。 

② 避難のための道路や港湾等のインフラ、公共施設等について、関係自治体の意見

を聴きつつ、国が主体となって早急に整備を進めるとともに、適切な維持管理を行

うこと。また、避難路については、地方負担を求めず国が責任をもって整備するこ

とを早急に制度化するとともに、緊急時避難円滑化事業の充実を図るなど、安全か

つ迅速な避難のための交通基盤整備を促進すること。加えて、自家用車による避難

の際の燃料不足を回避するため、住民拠点サービスステーション等の整備を促進す

ること。 
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③ 県境を越えるなどの広域避難について、国が主体的に地方自治体や運輸事業者等

と調整を行い、避難先・具体的な避難手段の確保及びその要請の仕組みを構築する

こと。また、広域的な交通管制についても国が責任を持って警察や道路管理者等と

調整を行うこと。 

④ 避難先への迅速な人的支援や、避難受入に必要となる資機材等の具体的な整備基

準の策定、国による大規模備蓄施設の整備など、物的支援ができる体制に加え、避

難の長期化も想定した、みなし仮設住宅などの住宅確保の体制を構築すること。 

⑤ 避難行動要支援者の避難体制について、地域原子力防災協議会における検討も踏

まえながら、必要な車両や資機材、医療従事者等の確保、自衛隊等による迅速な搬

送体制の整備、避難先となる医療機関や社会福祉施設等の確保などに係るマニュア

ル等を整備するとともに、国として、避難行動要支援者が迅速かつ安全に避難でき

る具体的な支援体制を確立すること。 

⑥ 避難行動要支援者の避難対象施設に対し、関係自治体が進める避難訓練や研修・

説明会等の取組について、必要な支援・協力を行うこと。 

⑦ 原子力災害対策指針において、施設敷地緊急事態要避難者として明記された妊婦、

授乳婦及び乳幼児の保護者等が、円滑に避難できる体制を構築すること。 

⑧ ＵＰＺ外の社会福祉施設等において、ＵＰＺ内施設の利用者を避難先として受け

入れる場合は、定員超過での受入や費用負担の特例に係る必要な措置を講じること。 

⑨ 民間事業者との協力体制の確立について、「民間事業者の協力」を検討する国の

分科会の報告等を踏まえ、民間事業者等が原子力災害に対応する際の被ばく線量限

度の法制化など、引き続き具体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

⑩ 地震、津波などとの複合災害時の道路啓開について、道路管理者・建設事業者・

実動組織等による実効的な体制を、関係省庁の連携のもと、国が責任を持って構築

すること。 

⑪ 離島・半島、山間地、豪雪地については、自然災害等による集落の孤立化が想定

されるため、空路による避難のためのヘリポート整備や必要とされる放射線防護対

策施設の確保、実動組織による確実な支援体制など、関係省庁の連携のもと、具体

的な対策を確立すること。 

⑫ 冬季に原子力災害が発生した場合の避難道路の確保について、関係省庁の連携の

もと、除排雪体制の構築など具体的な対策を確立すること。 

    特に、高速道路と国直轄管理道路などの主要幹線道路の管理者間の連携や体制の

強化について、地域原子力防災協議会において、必要な検討を行うこと。 

⑬ 避難住民や避難車両、船舶等に対する避難退域時検査及び簡易除染について、原

子力規制庁が新たに示した屋内退避の継続期間や避難受入地域の状況等を十分考慮

した上で、その方法や実施場所選定に係る基準、人員体制、資機材の配備、汚染物

処理などの運営方法等を整え、国の責任において災害時に確実に機能する体制を構

築すること。 
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⑭ 避難退域時検査及び簡易除染に必要な資機材を関係自治体等に整備し、国が災害

時に自治体を支援するための体制を整備すること。 

⑮ 避難住民の円滑な受入のため、避難先となる地方自治体及び住民に対して、国が

放射線等に関する知識の普及啓発を行うこと。 

⑯ 避難ルート等の検討や準備、緊急時モニタリングの実施などには放射性物質の拡

散を予測する情報も重要と考えられるため、「拡散計算も含めた情報提供の在り方」

を検討する国の分科会において、引き続き関係自治体の意見を十分聴いた上で、具

体的な検討を進め、必要な対策を講じること。 

⑰ 原子力災害時においては、住民に対してあらゆる手段で情報を提供することが重

要であることから、震災やそれに伴う停電の長期化があっても、テレビやラジオ、

携帯電話などに電波を送受信するアンテナや中継器等の機能が失われることがない

よう、通信の強靭化のために必要な対策を講じること。また、トンネル内を含む携

帯電話等の不感地帯の解消のために必要な対策を講じること。 

⑱ 原子力災害時において円滑な住民避難を行うため、国は、発電所の状況や避難情

報、交通規制、渋滞状況など関係機関等がそれぞれ提供する情報を集約したポータ

ルサイトを立ち上げるとともに、アクセス輻輳による閲覧障害が生じないよう十分

な能力のサーバを設置するなど、住民へ的確に情報が伝わるよう必要な対策を講じ

ること。 

⑲ 都道府県を越えた避難も想定されることから、住民受付や避難先等の情報管理を

行うことができる全国共通システム等の整備を図ること。 

⑳ 統合原子力防災ネットワークについては、その接続が専用端末に限られているこ

とから、道府県、市町村及び関係機関の情報端末との情報の伝達・共有が容易とな

るよう、関係自治体の意向を踏まえて仕様の見直しを行うなど、環境の改善を図る

こと。 

㉑ 避難や屋内退避等における感染症対策については、「新型コロナウイルス感染拡

大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実施ガイドライ

ン」等により方針が示されているが、感染症に係る最新の専門的知見等を踏まえな

がら、必要に応じて見直しを行うなど、引き続き、必要な対策を講じるとともに、

放射線防護対策施設やオフサイトセンターでの感染症対策についてもより具体的に

示すこと。 
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(２)放射線モニタリング体制に関する事項 

  原子力施設周辺の放射線モニタリングを平常時から緊急時に至るまでシームレスに実

施するため、国が責任を持って取り組むこと。  

① 原子力施設周辺の放射線モニタリングに係る実施項目や実施範囲、測定地点の設

定間隔等について、専門家を交えた議論の場においてモニタリングに関する指針を

継続的に見直すとともに、関係自治体に丁寧かつ速やかに説明すること。 

特に、平常時モニタリングについては、関係自治体が事業者等との協定などに基

づき実施している経緯を尊重し、国が指針等を見直す場合や測定結果を独自に利用

する場合は、事前に根拠や理由を示し、自治体の理解を十分得た上で進めること。 

② 放射線モニタリングプラットフォームについては、関係自治体と電力事業者の協

定等に基づく現行の放射線監視体制に支障が生じないようにすること。 

また、移行を検討している関係自治体に対し、必要な技術支援を行うこと。 

③ 緊急時モニタリングは、避難指示や飲食物摂取制限などを実施するためにも極め

て重要であることから、国は、事前に関係自治体の理解を得た上で、自治体や事業

者等における実施内容や役割分担、広域化・長期化に対応するための具体的な動員

計画、避難ルートとなる海上も含めたモニタリング体制等を速やかに示し、緊急時

モニタリング計画の改正を支援すること。 

④ 令和６年能登半島地震では、電源及び通信の多重化を行ったモニタリングポスト

等においても欠測・伝送不良が発生したことを受け、緊急時に防護措置の判断が確

実に実施できるよう、国が責任を持ってバックアップ体制を含め必要な対策を講じ

るとともに、その内容を関係自治体に説明すること。 

⑤ 上席放射線防災専門官を原子力施設の立地地域毎に複数名配置するとともに、資

機材を早急に整備するなど、災害発生時において緊急時モニタリングセンターが確

実に機能する仕組みを構築すること。 

⑥ ＵＰＺ外の緊急時モニタリングについては、海域や空域等の広域モニタリングを

含め、国の責任において、地域の実情に応じた機動的なモニタリングの実施体制を

確保するとともに、環境放射能水準調査のモニタリングポストを増設するなど、放

射線の状況を確実に把握できる体制を構築し、実施方法等を具体的に示すこと。 

    特に、海域モニタリングを適切に実施するため、海洋での放射性物質の拡散予測

システムの一層の研究開発に努めること。 

⑦ 緊急時のモニタリング結果については、国が責任を持って住民に速やかに分かり

やすくかつ丁寧に公表すること。 
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３３  原原子子力力災災害害医医療療ににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪厚生労働省≫ ≪環境省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

(１)原子力災害医療体制に関する事項 

原子力災害時に、被災者等に必要な医療を迅速、的確に提供するため、各地域の状況

を勘案して、国が責任を持って平時から被ばく医療に対応できる体制整備に取り組むこ

と。 

① 原子力災害時における医療処置を円滑に行うため、被ばく傷病者の搬送体制を含

め、緊急時に国、地方自治体、事業者、医療機関等が連携して適切に対応できるよ

う必要な対策を具体的に整理し、対応マニュアルを早急に作成すること。 

② 原子力災害拠点病院等の役割及び指定要件において、原子力災害拠点病院及び一

部の原子力災害医療協力機関は整備に努めることとされている原子力災害に対応で

きる業務継続計画について、作成に当たっての留意点やガイドラインを示すなど、

計画を整備するために必要な支援を行うこと。 

③ 原子力災害医療派遣チームを保有する医療機関への財政支援や診療報酬の加算に

よるインセンティブ付与等により、派遣チームが十分に確保されるよう国において

具体的な対策を実施すること。 

④ 原子力災害発生時における原子力災害医療派遣チームの指揮命令系統の確立や被

災した自治体へのチーム派遣の意思決定、自治体への個別・具体的な支援等につい

て、被害や影響の大きさ等を考慮し、国も責任を持って主体的に取り組むこと。 

⑤ 原子力災害時の重点区域内の医療ニーズに対応する体制の構築に当たっては、原

子力災害拠点病院等の意見を十分に踏まえた上で、原子力災害医療派遣チームの活

動範囲や優先順位を明確にするとともに、活動範囲に応じた研修や訓練を実施する

こと。 

⑥ 複合災害発生時における原子力災害医療派遣チームとＤＭＡＴ等の医療チームの

役割分担の整理や運用上のルールづくり等を地方自治体、原子力災害拠点病院及び

ＤＭＡＴ指定医療機関等の意見を聴きながら行うこと。 

⑦ 原子力災害医療派遣チームやＤＭＡＴ等の医療チームが安全に活動するための線

量管理マニュアルを策定すること。 

⑧ 原子力施設の事故発生時から継続的に住民の被ばく評価を含めた健康管理が実施

できるよう、統一的な基準に基づくマニュアルを早急に作成すること。なお、中長

期的な放射線の被ばくによる健康影響の把握について、個人の行動調査と環境放射

線モニタリングの結果から個人の被ばく線量の推定を行うとともに、個人線量モニ

タリングによる実測値が求められていることを踏まえ、緊急時に住民に対して行わ

れる避難退域時検査及び甲状腺被ばく線量モニタリングの実施から統一的に行われ

るよう、省庁横断で作成すること。また、自治体が被ばくによる健康影響以外も含

めて健康調査・健康相談を行うことの負担も考慮した体制を整備すること。 
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⑨ 感染症の感染拡大時において、原子力災害時に主体的に治療、除染等の役割を担

う原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関でのクラスター発生の可能性も

否定できないことから、具体的な対応策について検討し、早急に対応方針を定める

こと。 

 

(２)安定ヨウ素剤に関する事項 

原子力災害時に安定ヨウ素剤を適切なタイミングで服用するため、国が責任を持って

取り組むこと。 

① 事前配布体制の整備に当たり、説明を行う医師の確保・育成や説明資料の作成等

について、国の責任において十分な支援を行うほか、医療用医薬品としての位置付

けや説明会における医師の関与について見直すなど、住民や関係自治体の負担を軽

減すること。 

  ② 配布後も関係自治体において薬剤の更新業務が継続的に発生するため、住民や自

治体の負担が軽減されるよう、原子力災害対策指針において定められた薬局を活用

した配布方式の早期導入に向けた環境整備を早急に行うほか、対象者の状況に応じ

た医師問診の省略や郵送による配布など更なる手続きの簡略化を図ること。 

③ 転出や死亡、使用期限切れ等により不要となった安定ヨウ素剤については、配布

した自治体の回収努力にも限界があるため、本人又は家族によって廃棄処分できる

よう手続きの簡略化を図るなど、国において実効性のある方法を示すこと。 

④ 丸剤の使用期限に合わせたゼリー剤の使用期限の延長及びこれらの薬剤の使用期

限の更なる延長について、早急に製薬業者を指導・支援するなど、実現に向け関係

省庁が責任を持って対応すること。 

また、未就学児まで服用できるようゼリー剤の対象年齢を拡大するとともに、丸

剤の服用が困難な者が適切に安定ヨウ素剤を服用できるよう既存のゼリー剤の増産

や、３歳以上の服用量に合わせたゼリー剤の製造、水がなくても服用可能な薬剤の

開発に積極的かつ早急に取り組むこと。 

⑤ 原子力災害発生時の配布について、住民が適時・適切に服用できるよう、関係自

治体の事情を十分に聴取の上、服用可否の事前把握やＰＡＺ外の取扱い、丸剤の服

用が困難な者への対応を含め具体的な方法を明らかにし、早急にマニュアルを充実

すること。 

⑥ 事業者や自衛隊等による配布に係る人員確保の体制を整備すること。 

⑦ 服用に係る住民不安や過度な混乱を防ぐため、服用の目的や効果とともに服用の

タイミングや年齢による服用効果の違いなど、薬剤に関する正しい知識の啓発につ

いて、国が主体的に行うこと。 

⑧ 国において、服用可否や副作用など医学的な相談に対応する窓口を運営するとと

もに、副作用や誤飲等による事故が発生した際に簡易な手続きで補償を受けること

が可能な制度を創設すること。 
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(３)甲状腺被ばく線量モニタリングに関する事項 

放射性ヨウ素による甲状腺被ばく線量を的確に把握するため、国が責任を持って早急

に取り組むこと。 

① 「甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュアル」において、実施主体となる道

府県による実施計画の策定が位置付けられたが、測定結果に基づく甲状腺被ばく線

量の推定方法や測定データの管理方法、住民への説明の在り方など、実施の意義・

目的に関わる多くの事項が、未だ検討されていない状況となっている。これら実施

体制構築に必要となる検討課題については、国が関係自治体の意見を取り入れなが

ら早期に検討を進めること。 

② 甲状腺の詳細測定について、現在開発中の可搬型測定機器の実用化見込みを早期

に示すとともに、実用化前の詳細測定について、国が車載のホールボディカウンタ

を避難所に投入するなど、関係自治体の負担を軽減する具体的な対応策を講じるこ

と。 

③ 被災した自治体においては、緊急時に様々な業務が集中し、短期間での対応が必

要な甲状腺の測定体制への更なる人員確保は困難なため、国が平時から測定要員を

全国から登録をし、災害時に資機材も含めた測定チームを編成・派遣するなど、全

国的な測定要員の体制構築について、国が主導して進めること。 

特に全国的な応援体制が想定される電力事業者に対しては、事業者内での研修実

施により要員の測定対応の知識・技能の習得を行うよう国が指導するなど、広域的

な人材確保・育成に取り組むこと。 
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４４  財財政政支支援援ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪財務省≫ ≪厚生労働省≫ ≪国土交通省≫ ≪環境省≫ 

 ≪原子力規制委員会≫ 

 

原子力防災体制の見直しにより関係自治体が実施する防災対策の範囲が大きく広がっ

ている状況を踏まえ、原子力施設の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮し、

自治体が必要と判断した防護対策等については、ＵＰＺの内外にかかわらず、必要な財

政支援を行うこと。 

また、財政支援に当たっては、昨今の物価やエネルギーコスト、労務費等の上昇を考

慮すること。 

① 原子力防災関連施設や一時的な屋内退避施設、医療機関、社会福祉施設等の放射

線防護対策の強化については、気密性の確保など放射線防護対策に係る科学的・技

術的根拠を示すとともに、例えばＩＣＵ病床や救急病床を抱える医療機関や、災害

対策の拠点となる役場庁舎など関係自治体が必要と判断したものについては、原子

力災害対策重点区域内の全ての区域で、施設の耐震化も含め実施できるよう、原子

力災害対策事業費補助金の対象を拡大するなど必要な財政支援を行い、早期に適切

な防災対策が講じられるようにすること。 

  また、令和６年能登半島地震において、放射線防護対策施設の施設・設備に損傷

が発生したことを踏まえ、大規模な自然災害発生時にも放射線防護対策施設の防護

機能等が維持されるよう、施設の破損防止措置、設備の強靭化措置など、より幅広

く財政支援を行うこと。 

② 放射線防護対策施設の維持管理等に係る経費については、フィルターの劣化管理

など整備した設備の維持管理基準を明確にした上で、必要な予算を確保し、関係自

治体に配分すること。また、令和６年能登半島地震において、多くの放射線防護対

策施設に損傷が生じたことを踏まえ、施設の修繕や代替施設の設置に必要な財政支

援を十分に行うこと。 

加えて、固定資産税が課税されている法人が所有する社会福祉施設等が放射線防

護対策施設用の設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大することが課題とな

っていることから、国の責任において負担が生じないようにすること。 

③ 原子力防災対策に必要な資機材や備蓄品の配備及び維持管理、一般住民や避難行

動要支援者等の円滑な避難に係る道路や港湾等のインフラやシステムの整備及び除

排雪を含む維持管理、計画や防災関係マニュアル等の作成や周知のための研修・説

明会及び各種訓練に係る必要経費について、十分な財政支援を行うこと。 
④ 避難生活における良好な生活環境の確保を図りながら広域避難体制を整備するた

めに、ＵＰＺ外における避難先の確保や避難所としての設備の整備、運営及び備蓄

品の確保に必要な財政支援を行うこと。 
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⑤ 関係自治体は、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金等により、原子力防災対

策に必要な措置を講じているが、体制整備のために必要となる人員確保等の必要経

費は十分な支援がなされていないことから、職員人件費を含め必要経費の全額につ

いて財政支援を行うこと。 
⑥ 安定ヨウ素剤の事前配布や緊急配布等に必要な経費について十分な財政支援を行

うとともに、原子力災害医療協力機関等に対する間接補助が可能となるよう現行の

交付金運用を見直すこと。 
⑦ 原子力災害拠点病院等については、研修・訓練の実施など負担が増大しており、

原子力災害医療派遣チームが十分に確保できない状況となっていることから、関係

医療機関等の協力が得られるよう、平時からの体制整備について、原子力発電施設

等緊急時安全対策交付金を原子力災害医療に係る人材確保の支援に充てるなどの弾

力的運用や別枠による支援を含め、必要な財政支援を早急に行うこと。 

    併せて、資機材の備蓄や施設整備、医療従事者の確保、中長期的な視点での人材

育成等に関して、財政支援も含めた支援体制を強化すること。 

⑧ 原子力災害発生時における感染症対策や避難先で必要とされる救急医療等を実施

するための必要な財政支援を行うこと。 

⑨ モニタリング機材の整備については、関係自治体が事業者との協定などに基づき

これまで長きにわたって実施してきた体制整備の経緯を踏まえ、引き続き交付対象

とすることを交付規則に明記し、地域の実情を直視し、それに応じた整備が確実に

図られるよう、十分な財政支援を行うこと。 

⑩ 「緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」及び「平

常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」の改訂等に伴う

追加機材については、国が整備の考え方や基本仕様を提示するとともに、当該整備

及び維持管理に係る必要経費については、関係自治体の新たな負担にならないよう

十分な財政支援を行うこと。 

⑪ 放射線モニタリングに係る財政支援に当たっては、交付金の統合時に、交付限度

額の十分な引上げが行われなかったため不足が生じていること、また近年、関係自

治体が必要とする交付金額に対して十分な予算が確保されていない現状に鑑み、別

枠予算の確保、交付限度額の引上げ等により抜本的に改善し、継続的かつ適切な放

射線モニタリングが実施できるよう、十分な財政支援を行うこと。特に臨時交付金

などで大規模な機器整備を行った機材の更新時期を十分考慮し、関係自治体の意見

を十分聴いた上で、制度改正等を行うこと。 

⑫ 関係自治体が放射線モニタリングプラットフォームへの移行を完了するまで、現

在使用しているシステムの維持・更新に必要な費用については、自治体の負担にな

らないよう優先的に予算を確保するなど、十分な財政支援を行うこと。 
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Ⅳ 原子力政策について 

 

１１  原原子子力力発発電電のの位位置置付付けけににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

第７次エネルギー基本計画が策定され、２０５０年カーボンニュートラル実現に向け

て、「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高

い電源を最大限活用することが不可欠である」とした上で、原子力発電については、 

２０４０年度における電源構成に占める比率を２割程度と見通し、安定的に発電可能な

脱炭素電源として、「国民からの信頼確保に努め、安全性の確保を大前提に、必要な規

模を持続的に活用していく」方針が示された。 

国は、エネルギー基本計画に基づき、政府一体となって責任あるエネルギー政策を実

行すること。 

① 国は、安全確保を大前提として、立地地域の経緯、現状、意向を十分踏まえ、エ

ネルギー政策の諸課題について議論を深めるとともに、２０５０年以降も見据え、

国のエネルギー政策における原子力発電の位置付けやバックエンド対策を含めた将

来像を明確にして、原子力施設立地地域のみならず、これまで電力供給の恩恵を受

けてきた消費地も含め、幅広い層を対象として国民に分かりやすく説明すること。 

② 核燃料サイクルについて、第７次エネルギー基本計画では、「中核となる六ヶ所

再処理工場とＭＯＸ燃料工場の竣工は、必ず成し遂げるべき重要課題であり、同工

場の竣工に向け、審査対応の進捗管理や必要な人材確保などについて、官民一体で

責任を持って取り組む」としているが、再処理工場の竣工時期は、これまで何度も

延期される事態となっており、国は事業者任せにせず、安全を最優先として、竣工

に向け厳しく進捗管理するなど、政府全体で総力を挙げて取組を進めるとともに、

進捗状況等について原子力施設立地地域をはじめ国民に説明すること。 

③ プルサーマルについては、六ヶ所再処理工場の竣工が近づく中、第７次エネルギ

ー基本計画において、『「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」を

踏まえ、プルトニウム保有量を適切に管理し、削減に取り組む。』としていること

から、同工場で回収されるプルトニウムの着実な利用を進め、段階的な再処理量の

増加に対応できるよう、国は事業者とも連携し、必要な対応を進めること。 

④ 次世代革新炉については、新たな安全メカニズムを組み込むことによる安全性の

向上を、分かりやすく国民に説明するとともに、開発・設置の進め方について、国

が責任を持って具体的な方針を早期に、明確かつ科学的に示すこと。 

⑤ 使用済ＭＯＸ燃料の処理・処分について、技術的な検討・研究開発を加速し、そ

の具体的な方策を速やかに示すこと。 

⑥ 原子力を巡る諸問題に関しては、国内での取組に加えて国際的連携の強化を図り、

日本がリーダーシップを発揮して解決に向けた道筋を検討すること。 
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２２  使使用用済済燃燃料料対対策策ににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

使用済燃料対策については、原子力施設立地地域だけの問題ではなく、電力を消費す

る国民全体の問題である。国は第７次エネルギー基本計画で示した「中間貯蔵施設等に

貯蔵された使用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出するという方針」に基づき、前面に立

って主体的に対応し、取組を着実に進めること。 

① 使用済燃料貯蔵は、再処理までの一時的な保管であり、国は、再処理までの保管

の在り方を含め関与を強化するとともに、事業者全体が一層の連携強化を図り、確

実に搬出するよう責任を持って指導すること。また、乾式貯蔵などの安全性も含め

国民に分かりやすく説明すること。 

② 試験研究炉の使用済燃料についても、一時的な貯蔵であるにもかかわらず、具体

的な搬出計画がない状況では、敷地内での貯蔵の長期化が懸念されることから、国

は、事業者とともに、搬出に向けた具体的な道筋を示すこと。 

 

３３  高高レレベベルル放放射射性性廃廃棄棄物物等等にに係係るる最最終終処処分分地地のの早早期期選選定定ににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

高レベル放射性廃棄物等の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、「特定放

射性廃棄物の最終処分に関する法律」の施行から２５年が経過したが、未だ最終処分地

の選定には至っていない状況にあるほか、現在保管されている、海外から返還された高

レベル放射性廃棄物のうち、初期に搬入したものは、一時貯蔵管理期間３０年間から 

５０年間に対し、既に３１年が経過していることから、早期選定に向け、令和５年４月

に改定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」に基づき、国は、政府

一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向け取組を一層加速すること。また、「特

定放射性廃棄物の最終処分に関する計画」については、平成２０年を最後に改定されて

いないことから、改定に向けて早急に検討すること。 

① 最終処分地の選定の問題は、原子力施設の所在の有無にかかわらず、その負担は

国全体で分かち合うべきであり、国民的な議論が必要な問題である。そのため、国

が前面に立ち、電力消費地である都市部を含む全国において、最終処分に関する知

識を普及させるとともに、国民の関心を深めるため、積極的に情報公開に取り組む

など、最終処分事業の理解促進に一層努めること。 

② 国は、地方自治体に対し、最終処分に関する情報提供を緊密に行うとともに、積

極的に意見を聞き、丁寧な対話を重ねていくこと。併せて、国と自治体との協議の

場の設置や関心地域への国からの段階的な申入れ等については、全国の自治体を対

象に具体的な進め方を明確に示し、地域それぞれの実情を十分に踏まえ、詳細説明

を行った上で、誠実かつ慎重に進めること。 
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③  令和８年１月に経済産業大臣から全都道府県知事に対して発出されたレターを踏 

まえ、国として更に一歩前に出て全国的な理解活動に取り組むこと。また、処分地 

の選定については、国の責任において着実に進めること。 

④ 地層処分に関しては、廃棄物の減容化や有害度低減に係る技術開発の推進及びそ

の情報発信を行うなどの取組を加速させること。 

⑤ 原子力発電所の廃止措置や原子力の試験研究等に伴い発生する低レベル放射性廃

棄物についても早期に最終処分を行うため、国は、国民の理解促進に努めるととも

に、事業者に対して取組の加速を促すなど、積極的に取り組むこと。 

  

４４  原原子子力力にに関関すするる人人材材育育成成及及びび研研究究開開発発ににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

原子力分野における技術の伝承に大きな懸念が生じていることから、国が責任を持っ

て人材育成及び研究開発等に取り組むこと。 

① 国が、中長期的な視点で、関係自治体も含め原子力分野の人材育成等に着実に取

り組むこと。 

② 地震・津波対策を含め、原子力施設の安全確保に必要な研究開発予算を十分に確

保し、その促進を図ること。 

③ 試験研究炉等の研究開発施設については、人材育成や研究開発のための基盤整備

に向けた長期的な方針を具体的に示すとともに、高経年化対策を始めとする安全対

策や廃止措置、放射性廃棄物の処理処分などを含めた予算・人材の十分な確保を図

ること。 

 

５５  国国民民へへのの継継続続的的なな情情報報提提供供ににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ ≪経済産業省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

 

  原子力政策については、安全確保を大前提として、立地地域住民のみならず、電力を

消費する国民全体の問題として国が丁寧に説明し、意見を聴き、理解と信頼を得ること

が重要であることから、国が責任を持って取り組むこと。 

① 原子力施設の安全性に関する説明や情報提供はもとより、我が国のエネルギー政

策における原子力発電やプルサーマル計画、高速炉開発を含む核燃料サイクルの位

置付け等に関しても、その検討状況を含め、継続的な理解活動に取り組み、国民の

信頼確保と安心の醸成に努めること。 

② 原子力を始め様々な電源の特徴について、国民一人ひとりが正しい知識を身に付

けられるよう、学校教育等におけるエネルギー教育を一層充実すること。 
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６６  電電力力シシスステテムム改改革革等等へへのの対対応応ににつついいてて  

 ≪経済産業省≫ 

   

  電力システム改革により競争が進展した環境下においても、原子力施設の安全性を確

保するため、国が責任を持って取り組むこと。 

① 原子力施設の安全確保を大前提に、原子力発電所や核燃料サイクル施設の安定的

な事業基盤が確保されるよう、実施主体の確保、安全対策への投資、事故時や原子

力発電所の廃止措置の責任の所在の明確化等の課題について、国の責任のもと、対

応策を明らかにするとともに、必要な施策を早急に実施すること。 

② 原子力発電を含む電力事業は、立地地域はもとより国民の信頼を得ながら進めて

いくことが重要であり、電力システム改革が実施された状況においても、不正な行

いにより国民からの信頼を損なうことがないよう、電気事業法に基づき事業者への

指導・監督を徹底すること。 

 

７７  原原子子力力損損害害賠賠償償制制度度のの見見直直ししににつついいてて  

≪内閣府≫ ≪文部科学省≫ 

 

福島第一原子力発電所事故の賠償の実施状況などを踏まえ、原子力損害賠償制度にお

ける国の責任の在り方等を明確にするため、法改正も含めた見直しをできるだけ早期に

行うこと。 

 

８８  原原子子力力災災害害発発生生時時のの風風評評被被害害対対策策ににつついいてて  

 ≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪外務省≫ ≪農林水産省≫ ≪経済産業省≫ ≪観光庁≫ 

≪環境省≫ ≪原子力規制委員会≫ 

   

  原子力災害時の風評被害対策について、未然防止を含め、国が責任を持って取り組む

こと。 

① 原子力災害が発生した場合には、国が指揮する緊急時モニタリングセンターにお

いて、放射線量の適切なモニタリングを実施し、国はその他関係機関と協力し、国

民に対して信頼性、透明性のある情報を発信することにより風評被害の未然防止を

図ること。 

② 仮に風評による損害が発生した場合は、期間、地域や業種などの限定なく原子力

災害が発生しなければ生じることのなかった全ての損害について、迅速かつ確実な

賠償を行うよう事業者へ指導するなど、国が責任を持って万全な風評被害対策を講

じること。 

 

 

 



 

- 23 - 
 

Ⅴ 地域振興について 

 

１１  立立地地地地域域ににおおけけるる緊緊急急経経済済・・雇雇用用対対策策ににつついいてて  

≪経済産業省≫ 

 

原子力発電所の長期運転停止による立地地域の産業・経済の停滞に対して、国は、こ

れまで住民の理解を得ながら国策に協力してきた立地自治体の現状や意向等を踏まえ、

自治体が独自の産業・雇用対策を実施するための交付金制度の充実や創設など、早急に

立地地域の実情に即した経済・雇用対策を実施すること。 

 

２２  電電源源地地域域振振興興対対策策のの拡拡充充ににつついいてて  

≪内閣官房≫ ≪内閣府≫ ≪総務省≫ ≪財務省≫ ≪文部科学省≫ ≪厚生労働省≫ 

≪農林水産省≫ ≪経済産業省≫ ≪国土交通省≫ ≪環境省≫ 

 

(１)電源三法交付金に関する事項 

電源三法交付金については、必要な予算額を確保することはもとより、電源立地地域

の振興等を目的とする制度の趣旨に鑑み、今後も立地自治体の意見を聴きつつ、自治体

の自主的な活用が一層図られるよう、手続きの簡素化や交付要件の緩和など弾力的かつ

迅速な制度運営に努めること。 

① 電源三法交付金の制度や運用の見直しを行うに当たっては、予め立地自治体に対

し、目的や自治体への影響等について丁寧に説明を行うとともに、改正に当たって

は、既存の交付地域に対する交付水準を維持した上で、新たに必要となる財源を確

保することとし、現在交付を受けている自治体の財政に影響が生じないようにする

こと。また、国直轄事業及び国庫補助事業等の地方負担に対し電源三法交付金の充

当を禁止している現行の通達を見直し、充当できるようにすること。 

② 国内では、事故炉である東京電力福島第一原子力発電所を除き、１８基の原子炉

の廃止決定が行われ、今後順次廃止措置が本格化すると見込まれており、立地自治

体の経済、雇用、財政等に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、廃止措

置を円滑に進めていくに当たって、国策に協力してきた自治体が持続的に維持・発

展できるよう、電源三法交付金等の交付期間を原子力発電施設の廃止措置の完了ま

で延長するなど制度の充実を図るとともに、国が特別立法等により新産業の創出・

企業誘致等について必要な政策措置を講ずること。 
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③ 平成２４年度から原子力災害対策が必要な区域が原子力発電所から概ね３０km圏

まで拡大されていることを踏まえつつ、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資す

るため、原子力災害対策重点区域においても地域振興等を通じた住民理解の向上は

必要と考えられることから、電源三法交付金等の対象地域を当該区域まで拡大する

とともに、関係自治体の自主的、弾力的な活用が可能となるよう制度の改善・拡充

を図ること。 

④ 電源三法交付金の交付対象施設について、原子力発電と密接な関連を有する施設

であるにもかかわらず、一部の核燃料物質の加工施設等が含まれていないことから、

発電用施設周辺地域整備法の趣旨を踏まえ、見直しを行うこと。 

⑤ 電源立地地域対策交付金における「みなし規定」については、原子力発電所が運

転を停止している間も、住民の安全確保や理解促進に向けた公共施設の整備・維持

等の取組に必要な財政需要が生じていることから、立地地域の実情を踏まえた上で、

必要な間、交付が継続されるよう、一定期間の経過をもって一律に交付対象外とす

る現行制度の見直しを図ること。また、これまでの立地地域の貢献や地域事情に十

分配慮し、交付水準を引き上げるなど必要な見直しを図ること。 

⑥ 原子力立地給付金については、発電用施設等の立地地域及び周辺地域の住民等に

直接交付を行うことができる給付金であり、発電用施設等の設置及び運転の円滑化

を図る上で重要な制度であることから、対象地域について、原子力災害対策重点区

域まで拡大するとともに、給付額についても、大幅に増額することにより、対象地

域の住民及び企業等に対する還元策として十分な水準となるよう、現行制度の見直

しを行うこと。 

⑦ 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金については、事業目的や立地

自治体の意向等を十分に踏まえ、廃止措置期間中の自治体の財政に影響を及ぼすこ

とがないよう、交付金額・期間について改めて検討・見直しを行うこと。 

⑧ エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金については、国が責任を持っ

て必要な予算額を確保すること。 

⑨ 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金については、原子力発電施

設等周辺地域への企業誘致や経営の安定化を促し、地域経済及び雇用の安定を図る

上で重要な制度であることから、立地自治体と十分協議した上で、算定単価の復元

や地域の実情に即した電力上限の引上げなど、現行制度を見直すとともに、現下の

状況に鑑み、そのために必要となる適正な予算額を国が責任を持って確保し、所要

額を交付すること。 

⑩ 広報・調査等交付金については、原子力発電施設等の設置・運転から廃止措置の

完了に至るまで、広報・調査等の活動が必要であることを踏まえ、立地自治体が事

業を継続・拡充して行えるよう自治体の意見を聴いた上で、必要な予算額を確保す

るとともに、廃止措置の完了までを交付期間とすること。 
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(２)税制を含む総合的な地域振興施策に関する事項 

電源地域の自立的、持続的発展を図るため、税制を含む総合的な地域振興施策を実施

すること。 

① 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の対象地域については、

令和７年１２月の事務次官決定の一部改正において、原子力災害対策重点区域をそ

の行政区域内に有する基礎的自治体まで拡大され、その地域と自然的経済的社会的

条件からみて一体として振興することが必要であると認められる地域の指定を可能

とする現行の運用は維持されていることから、その指定に当たっては、引き続き関

係自治体の意向を踏まえて決定すること。 

② 「振興計画」に基づく事業については、達成に向け所要の措置を講ずるとともに、

特定事業に河川整備事業などを追加し、対象事業の拡充や補助率の更なる嵩上げな

ど、特別措置の充実・強化を図ること。 

③ 上記に伴って必要となる予算について、既存の予算に上乗せして確保すること。 

④ 電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税制度については、令和２年度税制改

正において、小売全面自由化、送配電部門の法的分離等に対応して、既に課税方式

の見直しが行われたところであり、受益に応じた負担を求める外形課税として定着

し、地方税収の安定化にも大きく貢献している。現行制度は、立地自治体から多大

な行政サービスを受益している原子力発電所を始めとする大規模発電施設に対して

適切な負担を求める課税方式であることを踏まえ、今後とも同制度を堅持すること。 




